


は じ め に

町内会は、お祭りや敬老会をはじめとする会員同士の親睦や清掃活動、災害に備えた

防災訓練、防犯パトロールのほか、高齢者や子どもの見守りなど、安心して暮らせる地

域づくりを支えています。

しかしながら、実情としては、アパート・マンション入居者を中心とした未加入世帯

の増加や、役員の高齢化・担い手不足などの様々な課題があるとの声が聞かれるところ

です。

このことから、町内会運営における課題や未加入者対策などの取組を把握し、その中

から、今後の連携や支援のあり方を検討するために、全町内会を対象にアンケート調査

を実施しました。（全７２町内会のうち、６６町内会より回収）

このたびの調査結果につきましては、名寄市町内会連合会とも連携をして、今後の「協

働のまちづくり」を進めていくための基礎資料として、役立てていきたいと考えており

ます。

この結果が、町内会関係者の方々や地域と関わりを持って活動される全ての方々の参

考となれば幸いです。

最後に、この調査を行うにあたり、回答いただきました町内会長・役員の皆様に厚く

お礼申し上げます。

令和2年１２月

名寄市長 加 藤 剛 士



調査の概要

１．調査の名称

町内会運営に関するアンケート調査

２．調査の目的

本調査は、地域コミュニティの核となる町内会の現状を把握するため、町内会運営

における課題や未加入者対策などの取組状況に関する調査を実施したものです。

３．調査の対象

市内全７２町内会

４．調査の方法

郵送配布、郵送回収

５．調査の期間

令和2年８月１９日（水） 調査票送付

令和2年９月１０日（木） 回答締切

６．回収結果

６６町内会 ／ ７２町内会中 （回収率９１．７％）



調査結果

１ 町内会活動で特に重要だと思う活動について ・・・・・・・・・・ Ｐ １

２ 町内会を運営していく上での課題について ・・・・・・・・・・・ Ｐ ２

３ 未加入世帯に対する加入促進活動として取り組んでいること

について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ３

４ 会員の減少、役員の高齢化、役員の担い手不足などにより町内会

運営が難しい状況のなか、今後の町内会運営のあり方を検討する上

で、町内会の統合・再編について、どのようにお考えですか ・・・・ Ｐ ４

５ 町内会館建設費等補助金制度を知っていますか ・・・・・・・・・ Ｐ ５

６ 町内会活動に対してどのような支援を望みますか ・・・・・・・・ Ｐ ７

７ 名寄市からお願いしていることで負担となっていることは

ありますか ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ８

８ 広報誌配布にかかる負担について ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ ９

９ 行政情報やイベントなどの情報取得について ・・・・・・・・・・ Ｐ ９

10 町内会による広報誌配布について ・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１０

11 自主防災組織の組織化について ・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１２

12 緊急告知ラジオについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ１３



１　町内会活動で特に重要だと思う活動について、あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）

回答数

55

46

34

21

48

40

22

22

35

5

33

0

特記事項

・　⑪の例示以外の拡大については町内会への要相談を

・　育成会、昨年解散

項　　　　　　目

①ふれあい活動（スポーツ、レクリエーション、親睦活動、世代間交流、サロン、敬老事業）

②高齢者福祉活動（高齢者・障がい者等の見守り）

③青少年健全育成活動（子ども会活動、ラジオ体操、子どもみこし）

④健康づくり（体操教室、健康相談）

⑤環境美化活動（町内清掃、公園草刈り、花壇整備）

⑥防災活動（災害時の共助）

⑦交通安全活動

⑧防犯・防火活動

⑨広報誌の配布や回覧板等の情報伝達活動

⑩伝統文化の継承

⑪行政との連携（町内会連合会の各種懇談会における要望や提言）

⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　「町内会活動について」
　　少数専属の役員が、それぞれの活動を実施している。（特に重要と決められない）
　　そのため、その担当役員が病弱・死亡等でいなくなれば、その活動は停止せざるを得ない。（役員の
　世代交代ははなはだ難しい状況）
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33
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①ふれあい活動（スポーツ、レクリエーション、親

睦活動、世代間交流、サロン、敬老事業）

②高齢者福祉活動（高齢者・障がい者等の見守

り）

③青少年健全育成活動（子ども会活動、ラジオ体

操、子どもみこし）

④健康づくり（体操教室、健康相談）

⑤環境美化活動（町内清掃、公園草刈り、花壇整

備）

⑥防災活動（災害時の共助）

⑦交通安全活動

⑧防犯・防火活動

⑨広報誌の配布や回覧板等の情報伝達活動

⑩伝統文化の継承

⑪行政との連携（町内会連合会の各種懇談会に

おける要望や提言）

⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

町内会活動で特に重要だと思う活動

1



２　町内会を運営していく上での課題について、あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）

回答数

37

53

38

21

23

19

28

20

2

1

⑤における記載事項

・　集合住宅

⑩その他の内容

・　加入世帯が減少傾向にある

特記事項

・　市職員の役員、行事等への参加を

・　こうした課題解決への取組への進展プロセスが一向に提示されないのは、なぜか？

項　　　目

①役員の高齢化

②役員の担い手不足

③役員の固定化

④役員の負担が多い

⑤未加入世帯の増加

⑥活動・行事のマンネリ化

⑦活動・行事への参加者の減少

⑧活動費の不足

⑨課題はない

⑩その他（　　　　　　　　　）

・　「町内会運営」「加入促進」
　　比較的若い人たちは、町内会の必要性を、感じていないように思える。
　　何かの時の近くの他人は、緊急の助け船ということを、感じてほしい。
　　加入のメリットばかりを求め、本来お互い様・ウイン-ウインの関係 ： 助け合いの精神が希薄のように
　思える。
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①役員の高齢化

②役員の担い手不足

③役員の固定化

④役員の負担が多い

⑤未加入世帯の増加

⑥活動・行事のマンネリ化

⑦活動・行事への参加者の減少

⑧活動費の不足

⑨課題はない

⑩その他（　　　　　　　　　）

町内会を運営していく上での課題

2



３　未加入世帯に対する加入促進活動として取り組んでいることについて、あてはまる番号に○をつけてくだ

　さい。（複数回答可）

回答数

35

14

12

19

11

1

①における記載事項

・　重ねての呼びかけはしていない。マンションは移動がわからない。

・　アパートの人には加入呼びかけが出来ていない

・　転入時

②における記載事項

・　名寄市の広報配布時に年１度、加入促進チラシを一緒に配布

⑥その他の内容

・　未加入は２世帯いるが、当該世帯は町内会脱退を申し出ている

特記事項

・　未加入世帯なし　　【４町内会】

・　町内会の区割を合併等で併合することも検討が必要では

項　　　　目

①口頭で加入を呼びかけ

②加入促進チラシを作成して配布

③賃貸住宅のオーナーや管理会社に勧誘依頼

④町内会行事への参加の呼びかけ

⑤特に何もしていない

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　アパート等の若い人への加入呼びかけは無理なので、積極的にはしない。
　　会費の徴収や回覧によって、班長の負担が大きくなる。

・　「町内会運営」「加入促進」
　　比較的若い人たちは、町内会の必要性を、感じていないように思える。
　　何かの時の近くの他人は、緊急の助け船ということを、感じてほしい。
　　加入のメリットばかりを求め、本来お互い様・ウイン-ウインの関係 ： 助け合いの精神が希薄のように
　思える。

・　アパート・マンションを地元業者が建てており、時々情報交換している。ただし、独身用の２棟２０戸は
　全く手つかずである。

35
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19
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1
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①口頭で加入を呼びかけ

②加入促進チラシを作成して配布

③賃貸住宅のオーナーや管理会社に勧誘依頼

④町内会行事への参加の呼びかけ

⑤特に何もしていない

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

未加入世帯に対する加入促進活動として取り組んでいること

3



４　会員の減少、役員の高齢化、役員の担い手不足などにより町内会運営が難しい状況のなか、今後の町内会

　運営のあり方を検討する上で、町内会の統合・再編について、どのようにお考えですか。あてはまる番号に○

　をつけてください。

回答数

35

21

2

5

3

①における記載事項

・　当町内会は戸数や人数が大きい。今の時点では統合・再編は考えていない。

②における記載事項

・　町内会の区割を合併等で併合することも検討が必要では

③における記載事項

④その他の内容

・　統合等必要ではあるが、単純に進められない

・　統合しても解決しないと思う

・　問題解決につながらないと思う

特記事項

項　　　目

①統合・再編は必要ない

②今後、統合・再編が必要

③今すぐ、統合・再編が必要

④その他（　　　　　）

※未回答

・　統合や再編は必要ないが、今後戸数の増加より班の増加により、国道を境として東西に分けては？の
　意見もあります

・　役員会で出欠の連絡もよこさない人間がいる。役員を廻り順にしているため、物理的（時間帯）に不可
　能な人間に割り当てられるため、助言が欲しい。

・　統合に向けて意見を聞いたが、地域それぞれの歴史や伝統があり、考え方が異なることが多く、断念
　したことがある

・　「町内会の統合再編」
　　何を基準に実施するかはわかりませんが、調整・統制が非常に難しいのでは

①統合・再

編は必要な

い, 53.0%

②今後、統

合・再編が

必要, 31.8%

③今すぐ、

統合・再編

が必要, 
3.0%

④その他

（　　　　　）, 7.6% ※未回答, 4.5%

町内会の統合・再編について、どのようにお考えですか

①統合・再編は必要ない

②今後、統合・再編が必要

③今すぐ、統合・再編が必要

④その他（　　　　　）

※未回答

4



５　町内会館建設費等補助金制度を知っていますか。あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

39

24

3

①における記載事項

・　最近知った

②における記載事項

・　後でわかった

・　その他、町内会館の維持費の補助をお願いしたい

・　新築は知っていたが、それ以外に補助金が出るとは知らなかった

５－１　町内会館や集会所を保有していますか。あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

46

18

2

【はい（会館を保有している）】の方

５－２　会館を維持管理する上での課題について、あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）

回答数

22

15

15

11

7

7

③における記載事項

・　保険

・　維持管理費の助成について要検討を！

⑤における記載事項

・　会館運営部を設置し、維持管理を行っている

・　今のところは

⑥その他の内容

・　断熱材が入っておらず、冬の使用は出来ない

・　隣接町内会との共用であり、施設や設備の共用・専用のあいまいさが、問題になるかも・・・

・　今のところ、役員にて対応

・　現在使用していない老朽化した会館維持の問題。解体に助成はできないか？

・　ブロックごとに会館があり管理

・　戸数が減少すると管理が難しくなる！！

項　　目

①知っている

②知らなかった

※未回答

項　　目

①はい

②いいえ

※未回答

項　　　目

①建物（外壁・屋根等）の老朽化

②設備（暖房設備・トイレ等）の老朽化

③維持管理費用の負担が大きい

④維持管理を担う人材の確保

⑤課題はない

⑥その他（　　　　　　　　　　　）

22

15

15

11

7

7

0 10 20 30

①建物（外壁・屋根等）の老朽化

②設備（暖房設備・トイレ等）の

老朽化

③維持管理費用の負担が大きい

④維持管理を担う人材の確保

⑤課題はない

⑥その他（　　　　　　　　　　　）

会館を維持管理する上での課題

5



５－３　５年以内に補修や解体などを行う予定はありますか。

回答数

2

16

23

5

①の時期及び内容

・　時期：未定　　　　 内容：床マットの張り替え、蛍光管（照明灯を取り替えたい）

・　時期：令和３年　　内容：屋根・桟

②における記載事項

・　資金積立中

・　資金がないので具体的予定を立てられない

【いいえ（会館を保有していない）】の方

５－４　町内会の会議や打ち合わせなどは主にどこで実施していますか。あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

13

2

2

0

3

※複数回答の町内会あり

⑤その他の内容

・　隣接する町内会の会館

・　他の会館を借用

５－５　今後、町内会館を保有（建設または取得）する予定はありますか。

回答数

2

16

①の時期

・　時期：未定

　※もう１つの町内会は、時期欄に記載なし

項　　　目

①予定している　　　時期：　　　　　　内容：

②具体的な予定はないが、課題となっている

③予定していない

※未回答

項　　　目

①公共施設の会議室

②町内会長や会員の住宅

③飲食店など

④近隣の事業所など

⑤その他（　　　　　　　　　）

項　　目

①ある　　　時期：

②ない

13

2

2

0

3

0 5 10 15

①公共施設の会議室

②町内会長や会員の住宅

③飲食店など

④近隣の事業所など

⑤その他（　　　　　　　　　）

会議や打ち合わせなどは主にどこで実

施しているか

6



６　町内会活動に対してどのような支援を望みますか。あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）

回答数

27

7

19

7

16

18

26

4

7

⑤における記載事項

・　名寄市に転入された方に、受付時に加入の助言をお願いしたい。特に、アパート・マンション新築時。

⑨その他の内容

・　例えば、いくつかの町内会まとめて、（希望の）事務局を市・行政職員で対応してもらえると、ありがたい

・　関係団体等の負担金などの整理をすべきではないか。町内会の負担が多いのでは。

・　小規模集合住宅への新税導入。入居者の町内会加入促進を設置者に求めていく。

・　現状の支援で間に合っている

・　町内会の役目の縮小が要るのでは

・　備品購入への助成

項　　　目

①町内会活動費に対する助成

②人材の育成（研修・学習機会の提供）

③情報の提供（先進的な活動事例、各種助成金制度の紹介）

④運営や活動に対する助言

⑤未加入者対策（転入者や未加入者への周知啓発）

⑥町内会館や活動施設への助成の充実

⑦市職員の町内会活動への積極的な参加

⑧特に支援は必要ない

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　建設ハード事業については助成制度があるが、ソフト事業に対しても支援があると良いと思う。周年事
　業・記念誌作成等のソフト事業に対して（金額にもよるが）。

27

7

19

7

16

18

26

4

7

0 5 10 15 20 25 30

①町内会活動費に対する助成

②人材の育成（研修・学習機会の提供）

③情報の提供（先進的な活動事例、各種助成金制度の

紹介）

④運営や活動に対する助言

⑤未加入者対策（転入者や未加入者への周知啓発）

⑥町内会館や活動施設への助成の充実

⑦市職員の町内会活動への積極的な参加

⑧特に支援は必要ない

⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

町内会活動に対してどのような支援を望みますか

7



７　名寄市からお願いしていることで負担となっていることはありますか。あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

27

27

12

【はい】の方

７－１　負担となっていることは何ですか。

◎負担となっていること

特記事項

項　　目

①はい

②いいえ

※未回答

・　各種会議への出席　　　【１町内会】

・　各種会議への出席など　　　【１町内会】

・　教育委員会（小学校）各種会議への出席　　　【１町内会】　　

・　市又は教育委員会（小中学校）主催各種会議への出席　　　【４町内会】

・　平日昼間時間帯に開催される会議等　　　【１町内会】　

・　充て職等、各種会議などが多すぎる　　　【１町内会】　

・　各委員の選出とその会合、活動。高齢者にお願いすることが難しい。　　　【１町内会】　

・　民生児童委員の推薦　　　【１町内会】　

・　民生児童委員等、各種委員の推薦　　　【１町内会】　

・　各種委員会委員の推薦　　　【７町内会】　　
　　・　保健推進員の欠員あり、民生委員も次期任期までと条件を付けられている（特に女性の役員について
　　　難しい）

・　各種委員会、団体、調査委員等の推薦があっても、会員の高齢化とともに限られた会員の中から選出する
　にも限度があり負担である　　　【１町内会】　　

・　広報誌配布　　　【９町内会】　　
　　・　広報配布担当を行っていますが、体調の不良等により、担当交代を考えても、交代は非常に困難
　　　　⇒今後他の配布手段を、検討・考慮してもらいたい。
　　　　（代々交代してきたのは、担当者が死亡し、交代してきた。　：ちょうど１０年ごとに）
　　　　私も、ちょうど１０年たちました。
　　・　全てバラバラで来るので、差込む（まとめる）のが大変である

・　広報誌等の仕分け、配布作業　　　【１町内会】

・　公園維持管理　　　【４町内会】　　
　　・　会員の高齢化により公園清掃の参加者が減少。
　　　　特に周囲の草刈に手が廻らなくなってきている。（業者委託を検討中）

・　名寄市連合会その他の経費。例：福祉協議会等　　　【１町内会】　　

・　委員の推薦依頼など、一方的に要請してはいないか検討してほしい。
　　町内会を下部組織的に考えていないか？

8



【町内会活動での広報誌配布に関するアンケート調査】問８～10

広報誌や行政からの周知チラシ等、月に一度町内会活動の一環で各世帯の皆さまに配布していただいております。

町内会における広報誌配布についての状況やご意見についてお聞きします。

８　広報誌配布にかかる負担について、あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

18

40

10

4

②における記載事項

④その他の内容

・　未加入宅への配布中止

特記事項

９　行政情報やイベントなどの情報取得について、あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）

回答数

63

12

36

2

1

⑤その他の内容

・　SNS、Facebook

項　　　目

①問題なく配布することができている

②今は問題ないが、今後はわからない

③配布業務は重荷である

④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※複数回答の町内会あり

項　　　　目

①広報誌や同時配布物で確認している

②市のホームページ

③新聞やフリーペーパー（Ｐｉｃｋｕｐ、はーべすと　など）

④ご近所の方との会話

⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　マンションが多く建つ班では、マンション住民の協力が得られず、配布する人が固定しており近く配布で
　きなくなる

・　当町内は５８のアパート・マンション等があり、専門のアパート・マンションの広報配布者を２名頼んでお
　り、その人のコストは町内会で支払っている（これに対しマンションオーナーより一部ご負担をいただいて
　いる）

・　本所・支所関係の行事のチラシに関して、広報にも記載されているにもかかわらず、チラシ作成はムダ
　と思う。紙質も枚数を数えやすいものにしてほしい。

・　広報配布担当が母子家庭でまったく出来ない様で、私ども夫婦で配布している。折込がもう少し簡素化
　できていれば、なんとか担当者も可能になるかと思う。

・　広報配布を分割する。その場合の部長謝礼は現状では不足。他の役員が手伝うこともあるが、先行き
　厳しい。
　　町内会助成費の広報配布費を特別枠として設定するなど考慮できないか？
　　仕事は一日で終わらないのがほとんど。現在役員報酬として７万円払っているが、分割して２人に７万
　円でもよい。
　　そうでなければ市が直接配布するなり、高齢化に対応した策が必要。
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10　町内会による広報誌配布について

　どのようなことでも結構です。広報誌の配布に関わることで、町内会の皆さまにとって負担となっている

ことや、支援してほしいことなどをご記入ください。

◎自由回答

・　広報担当者に手当を支給していることをお話しをしても、未加入の方（特にマンションの方又はオーナー）は
　理解してもらえない

・　近く配布する者がいなくなる。また、マンションへの回覧はできない班が生じており、回覧は廃止してほしい。
　　全戸配布用のチラシについても、緊急のものなど必要なものはわかるが毎月恒常的にあるエンレイ通信や
　文センの行事、議会だより、社協、除雪、ゴミ等の配布は市側で組み入れて配布してほしい。

・　できるだけ集約をして、回数を減らしていただきたい

・　会員に高齢者が多いため、配布をお願いすることが今後難しくなってくる

・　アパートへの配布が負担

・　フリーペーパーのような配布方式でよいのでは？
・　回覧板の内容物についてもＰＤＦでいいし、毎月、市のＨＰかＳＮＳ活用してアップしてくれればいい。

・　折り込み資料の種類が多く、仕分けに時間がかかる。
　　例えば、エンレイホールでの事業案内などは、地元紙への折り込みなどご検討下さい。

・　未加入世帯、特にマンションでは長期不在者も多く、配布物が数ヶ月溜まっている所がある。未加入世帯、
　特にマンション入居者は本人が公共施設等、広報誌を配置している所へ取りに行くようにしたらどうか。

・　月初めと１５日に、町内会班長が町内会回覧板及び広報誌を配布している。（広報誌は月初め）
　　未加入者へは事務局次長が全戸へ配布しているので、今の所負担となっていることや、支援してほしいこ
　となどは無い。

・　広報誌配布者（担当者）に市から直接助成してほしい

・　未加入世帯については、市が直接郵送してほしい

・　まれではありますが、班内での配布を班長に依頼したときに、断られたことがありました。（けんかになりか
　けました。）
　　最近では、若い人たちでも、転入してきて町内会費は払いますが、班長は絶対やりませんと言ってくる者も
　います。（自覚には期間がかかりそうです。）

・　市広報以外のチラシが増えている。
　　社協、文化センターなど市広報の”折込チラシ”の制限を行ってほしい。

・　未加入宅への配布中止を

・　「総合計画」等小冊子的なものは、宅配でお願いしたい。
　　令和２年「暮らしのガイド」は宅配で助かった。

・　各職場からのお知らせは、できればカラー版でお願いをしたい。
　　班の仕分け時、「カラー＋白色＋カラー＋白色」にして間違いを正している。また、日付の早い行事を上面
　にしている。
　　例としては、農産物の販売お知らせ（農務課）、除雪だより（都市整備課）。縦割組織で難しいと思います
　が・・・。

・　町内の行事がない月でも市広報配布はあります。冬期の厳寒期や月の初日が火曜日や水曜日であっても
　週末を待たず配布している。約２５０世帯で月４箱の梱包が来ます。１人で仕分けし、2人で班長宅１８戸に配
　布、1人年15,000円としています。
　　他の町内会では、手当等どのように支給しているのだろうか。

・　町内会には２４班ある。班長不在時、フードが有る家は置いてくることができるが、フードが無い家は広報
　部長が数回訪問することがあるため、雨や風が防げる入れ物があれば助かる。
　　（フタ付プラスチック製のものなど）長期間使用できるもの。

・　１．広報誌等班別仕分け作業員が不足。現在２人。しかも高齢者で、各班への配送。
　　２．公営住宅については、ネームプレート等の表示が無い所が散見され、入室・空室の判別が分からない。
　故に、班長宅が掌握出来ない所が、多々発生している。

・　マンションの建設が多くあり、未加入者も増えている。
　　未加入者への広報誌の配布が負担と思う。

・　広報誌、回覧文書以外の文書が多く、自分に関わりや関心のないものは、抜き取らないで次に回すことが
　見受けられ、最終的には班長が処分しなければならず、広報誌、回覧文書以外の物について改善の必要
　があると思う。

・　今は班長にお願いしているが、今後皆高齢になるので班長ができなくなる人が出てくるので、市の方で配
　布してほしい
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・　広報配布担当が母子家庭でまったく出来ない様で、私ども夫婦で配布している。折込がもう少し簡素化で
　きていれば、なんとか担当者も可能になるかと思う。

・　高齢者が多くなってきているので、広報誌の文字をもう少し大きくしてほしい

・　農村部では非農家が増えてきて、現在では５０戸のうち非農家が３０戸を超えているので、町内会費の負
　担が老人・独居世帯に重い感じがします（今年度から班をなくし、班内会費をなくし町内会一本にして、班長
　だけを設置した）
　　年町内会費１戸２万円　※班費を入れたら３万円くらいだった

・　会館の管理維持費が予想されるので一般会計より毎年特別会計に繰り入れている。
　　今後戸数の減少がみられるために、より負担増が心配される。

・　今は問題ないが、高齢化に伴う運転免許証返納等で車が使えない人が多くなると配布は難しい
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【町内会の防災活動に関するアンケート調査】問11・12

近年、異常気象などの影響により全国的に多くの自然災害が発生しており、名寄市でも、いつ大規模な災害が起こるか

わからない状況になっています。

町内会における災害対策についての状況やご意見についてお聞きします。

11　自主防災組織の組織化について

　現在の自主防災組織の状況について、あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

23

24

19

①における記載事項

・　てしお川土地改良区　たんぼダム等でみまわり

・　以前、組織化したが、たぶん今なら機能しないと思う

◎意見等（自由回答）

【組織化していない（11で③と回答）】の方

11－１　組織化していない理由について、あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

3

4

7

5

③その他の内容

・　町内会会員が高齢のため、対処できない

・　日常も含めて高齢化しており、活動が困難

・　現状、役員で対応するしかない

・　少人数のため伝達しやすい

◎意見等（自由回答）

項　　　目

①組織化している

②今は組織化していないが、今後、組織化を検討している（検討したい）

③組織化していない

・　名目上の編成にとどまっている。現実的には、避難場所として名寄高校となっているが無理。

・　役員会等で話し合い中

・　組織化しているが、訓練や研修等は参加人数がほとんどいないので出来ていない。
　　市の災害時要援護者・登録名簿が現行化されているので、転出や死亡等があるが年度ごと現行化してほ
　しい。

・　現行の班体制と連絡網で充分機能している

・　「防災活動」
　　災害を受けた経験がないことによる無関心なものが多いと思います

・　日常も含めて高齢化しており、活動が困難

・　令和２年９月末に、「自主防災会」を立ち上げる予定である

・　町内会独自の自主防災策のイメージが出来ない

・　組織化しても、高齢者が多く形式だけの組織になってしまう。実効性が乏しい。

・　何度も話し合っているが、意見がまとまらない

項　　　目

①組織化を検討したいが、進め方がわからない

②自主防災組織の必要性を感じられない

③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※未回答

・　町内の住民の多くが高齢化しており、組織化が困難である

・　組織化したいが、組織を構成する人材が確保できない事情がある
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12　緊急告知ラジオについて

　このラジオは、緊急時に「自動起動装置」を利用して、町内会役員の皆様に迅速な情報を伝達するため、

現在、各町内会３台を基本として、配布させていただいております。

　幸い、これまで自動起動により災害時の情報伝達をした経緯はありませんが、緊急時に備えて定期的に

自動起動の確認をしております。

　このラジオの管理方法について、あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

52

5

6

4

※複数回答の町内会あり

③その他の内容

・　会長、副会長２

・　配布時に所有辞退しているので、台数は「０」である

・　２台が紛失している

・　配布時の旧役員がもらった覚えがないと言っている

・　電波の受信できる所に設置している

・　町内会長が管理

・　町内会役員等が高齢のため、対処できない。
　　若い人は、町内会活動に参加していない。若い人の会員同士の交流がない。

・　「組織化について」
　　過去に検討し、（案）を提示したことがあったが、機が熟していなかったというか受け入れられなかった。（地
　域の特性か、組織化には消極的である。）
　　告知ラジオについては、組織化されていないため、担当者？が、ただ管理をしているだけの状況で、活用
　されているとはいえない。

・　今の町内会に出来ることは声かけ程度であり、行政がもっと具体的に動いたほうが良い

・　我がままな個人自由主義でこまる。
　　子供の頃よりの教育を。

・　独居高齢者の見廻りをする会員を選定している。緊急時における、会員に対する連絡網を整備しているが、
　日中会員が自宅不在等連絡がつかない場合の対応が未整備である。
　　異常気象時は、各役員が主体的に地域河川等危険箇所を見廻り連絡を取り合うことになっている。

・　必要性は理解するが、形式だけの組織では実効性が乏しい

・　組織化の中味どおり招集・行動は、現在の当町内会では農作の形態から不可能である

項　　　目

①町内会役員の中で、充て職で管理している

②毎年、役員会などで協議して、管理する人を決めている

③その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※未回答
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12－１　現在、各町内会に３台を基本に管理していただいていますが、配布台数について、どのようにお考え

　　　　ですか。あてはまる番号に○をつけてください。

回答数

36

16

7

7

④その他の内容

・　ラジオが有効か分からない

・　全戸に配布すべき

・　スマホ等で個人伝達の強化を。ラジオは増台しても効果が疑問。

・　全戸に配布すべきであり、３台の現在は理解できない（他市町村では、ほぼ全戸配布となっている）

・　１台あれば良い

・　電波の関係で、当町内会の東地区は役に立たない

特記事項

・　各班長にも配布

【増台してほしい（12－１で②と回答）】の方

12－２　増台してほしい理由について、あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）

回答数

7

4

5

3

0

4

①における記載事項

・　各班長に配布したい

②における記載事項

・　老人世帯や独居世帯に必要。若い方はスマホで対応できる。

⑥その他の内容

・　緊急時の避難対策に対する市の本気度が見えない。ラジオ３台はその表れではないか？

・　各班長（１６班あり）に渡したい

・　３台では少ない。増台していただき、役員等にも配布したい。

・　役員よりも必要な人、独居・障がい者等に配布した方がよいと思う

項　　　目

①現状のままでよい

②増台してほしい

③減らしてほしい又は不要である

④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

項　　　目

①配布したい役員などが４名以上いる

②役員以外にも配布したい人がいる（携帯電話を所持していない人など）

③町内会の全世帯に配布したい

④町内会館や集会所などに常設したい

⑤緊急時の情報収集のほか、非常持ち出しに活用できる

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　ラジオを管理していても、災害時の情報伝達を自宅にいなくて、受け取れないことが想定される。
　　見廻りで外出している時に持ち歩くことにもならない。
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【減らしてほしい又は不要である（12－１で③と回答）】の方

12－３　減台又は不要とする理由について、あてはまる番号に○をつけてください。（複数回答可）

回答数

4

3

1

4

2

1

①における記載事項

④における記載事項

⑥その他の内容

・　必要としている町内会があれば移動可です

全体意見・感想など

項　　　目

①役員に配布（情報伝達）されても町内会として対応できない

②役員でラジオを管理できない

③ＦＭ局（78.8Mz）しか受信しない

④携帯電話のメールやテレビなどで情報収集できる

⑤地域内の受信環境が悪い

⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・　地域の活動力には差があり、緊急時・不測事態時には、当町内会では充分な対応はできないと思料
　される。
　　普段からの行政等による支援が必要と思われる。

・　独居高齢者など情報伝達の端末機が必要な人達がいると思うので、その方々に配布したら基本的に
　一部地域的な災害情報が伝達されるのだろうか。名寄地域全体の情報であれば、携帯電話のメール
　やテレビなどで情報収集できる。

もし自分が縁もゆかりもないこの地域に引っ越して来たら、
もし、町内会に加入する・しないは個人の自由です、と言われたのなら、
もし我が子の学歴が高校生以上になっていたなら、
もしFacebookやSNSの友達が２００名以上いたなら、
もし自身の稼業のお得意さんが、その町内会の役員にいなければ、

（現町内会長の）私ですら、町内会に加入しないと思う。

私が知っている町内会とは、そのエリア・近所に住む高齢者を支える活動を中心とした強制募金管理団体（集金マ
シーン）となっている。

働き盛りの世代にとっては、ほぼメリットもリターンもなく地域税のような意味合いで会費を納めているに過ぎないの
で、おそらく。

ただ、人のよさそうなおじいさん、おばあさんとの近所付き合いが心地よくあれば、月数百円の寄付、「世のため人
のため」と思って払うことはいとわない、きっと。

ただね、役員とか会議とか資料作りとか、面倒くさいことは御免なわけで
それはどなたかやってください、お金は出しますから、と。

正直、回覧板回すのも面倒くさいし、班長回ってきて、大して普段仲良くもない家に集金に行くとか、できれば勘弁
してほしい。

近所の公園とかあって、そこでお祭りや縁日的なイベントがあって、我が子が参加するような機会のある世代であ
れば、町内会に加入してもいいけど、子供会の役員とかは微妙。

近所に子どもの仲良しがいて、親同士が交流したりしていれば、子供会活動も活発に行われるかもしれないが、そ
れが持ち上がって親会の役員にはめられ、まあいい循環になっていくという目論見は、そうそうどこでもうまくいくわ
けではない、今は。

街中は核家族化が進み、多世代同居家族がほとんどいなくなった現在、近いエリアに住んでいるからというだけで
地域共同体的感覚を醸成することはかなり難しいと思う。
同じ趣味、同じような楽しみ方を共有する「好きなもの同士」の共同体がベースなら、町内会に代わるこれからの高
齢者福祉支援の、新たな仕掛けになっていくような気もするのだか。
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